
 

  

公益財団法人京都市文化観光資源保護財団会員規程 

  

（目的及び意義）  

第 １ 条  この規程は、定款第６条第４項に基づく寄附金等取扱規程第３条第３項及び定款

第 50 条の規定による公益財団法人京都市文化観光資源保護財団（以下「本財団」

という。）の会員に関する必要な事項を定めるものとする。  

   ２ 本財団会員は、寄附協力者であり、会員の意見・行動等は本財団を代表するもので

はない。  

  

（会員の種別）  

第 2 条 会員とは、定款第 6 条第 4 項に基づく寄附金等取扱規程第 

2 条第 1 号に定める一般寄附金（以下「寄附金」という。）を寄附した団体

及び個人とし、以下の各号に定める 3 種とする。 

（１）特別会員 （プレミアム会員） 

寄附累計額（以下「総額」という。）100 万円以上を寄附した団体及

び総額 50 万円以上を寄附した個人 

（２）普通会員 １万円以上を２回以上寄附した団体及び５千円以上を２回以上寄

附した個人 

（３）賛助会員 一口１万円以上を寄附した団体及び一口５千円以上を寄附した個

人 

 

（会員の登録と抹消） 

第 3 条 会員は、以下の定める手続き等をもって登録するものとする。 

   ２ 会員は、寄附金の納入と住所、団体名・氏名、電話番号の本財団への届出を

もって会員名簿への登録とし、月単位で登録し、寄附受納日が属する登録月か

らとする。 

   ３ 会員としての登録期間は、以下の各号のとおりとする。 

（１） 特別会員（プレミアム会員） 10 年間 

（２） 普通会員          １年間 

（３） 賛助会員          １年間 

４ 次の各号のいずれかの場合には、会員登録を抹消する。 

（１）会員登録抹消の申し出が会員本人または代理の親族からあったとき 

（２）特別会員（プレミアム会員）において、登録期間満了日までに寄附金が

納入されていないとき 

（３）普通会員において、1 年以上寄付金が納入されていないとき 

（４）賛助会員において、1 年以上寄付金が納入されていないとき 

５ いったん納入された寄附金は、いかなる理由があってもこれを返還しない。 

  ６ 経過措置 

（１） 令和 3 年 8 月 1 日以前に特別会員だった者は、令和 3 

年 12 月 31 日までに会員継続の意思が確認できない場合は、特別会員資格

を失うものとする。会員継続の意思が確認できた場合又は新たな寄附がな



 

  

された場合は、新制度の特別会員（プレミアム会員）に移行する。 

（２） 令和 3 年 8 月 1 日以前に普通会員及び賛助会員だった者 

は、最終寄附日からその登録期間内においては従前の会員 

区分のままとする。 

 

（受領書、礼状等の送付）  

第 ４ 条  会員としての寄附金が納入された時は、別に定める寄附金等取扱規程第７条に

規定する受領書、礼状等を送付する。  

  

（会員への特典等） 

第 5 条 本財団は、会員に対し以下のことを行う。 

① 会員は、本財団の運営につき意見を述べることができる。 

② 会報及 び活動報告書の送付 

     本財団は、定期刊行物としての会報並びに年次の事業報告及び会計報告を掲

載する活動報告書を作成し送付する。 

③ 会員事業、文化観光資源保護普及啓発事業及び刊行物等の案内 

     本財団は、 会員に対する特典として、会員事業への招待・案内及び本財団

が実施する文化観光資源普及啓発事業への招待・優先参加の機会の提供を、寄

附総額、寄附回数に応じて行う。         

（寄附金の使途）  

第 ６ 条  会員による寄附金は，毎事業年度における合計額の 50%以上を当該年度の公益

目的事業に使用する。  

  

（会員情報の保護）  

第 ７ 条  本財団及び本財団職員は、会員に関する個人情報について守秘義務を負い、会

員名簿（団体名・氏名、住所のすべてが記載されている媒体）は一切公開しな

い。  

    ２ 本財団は、会員にとって利益となると考えられる情報の提供の際に、会員名簿を使

用することができる。但し、会員本人からの申し出があった場合には、申し出た会

員の個人情報は除外することとする。  

  

（改 廃）  

第 ８ 条  この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。  

  

（補 則）  

第 ９ 条  この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定めるものとする。  

  



 

  

附 則  

この規程は、公益法人の設立の登記日から施行する。  

 

 附 則 

令和３年６月１１日 一部改定 

（施行期日）令和３年８月 1日 


